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 不動産と登記に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし妥当なも
のはどれか。 

１ Ａの所有する甲⼟地につきＡがＢに対して売却した後、Ｂが甲⼟
地をＣに売却したが、いまだに登記がＡにある場合に、Ｂは、甲⼟
地に対する所有権を喪失しているので、Ａに対して移転登記を請求
することはできない。 

２ Ａの所有する甲⼟地につきＡがＢに対して売却した後、Ａが重ね
て甲⼟地を背信的悪意者Ｃに売却し、さらにＣが甲⼟地を悪意者Ｄ
に売却した場合に、第⼀買主Ｂは、背信的悪意者Ｃからの転得者で
あるＤに対して、登記をしていなくても所有権の取得を対抗するこ
とができる。 

３ Ａの所有する甲⼟地について、Ｂが所有の意思をもって、平穏・
公然に、善意・無過失で占有を開始し、Ｂは、その後10年以上にわ
たり占有を継続して現在に⾄っている。Ｂが占有を開始してから５
年が経過した時にＡが甲⼟地をＣに売却していた場合、Ｂは、Ｃに
対して、登記をしていなくても時効による所有権の取得を対抗する
ことができる。 

４ Ａの所有する甲⼟地につきＡがＢに対して売却し、登記も移転し
たが、同売買契約はＢの代⾦不払いにより解除された。契約解除後
に甲⼟地がＢからＣに売却された場合、Ｃは、Ａに対して、登記を
しなくては所有権の取得を対抗することができないが、契約解除前
に甲⼟地がＢからＣに売却されていた場合、Ｃは、善意であれば、
Ａに対して、登記をしていなくても所有権の取得を対抗することが
できる。 

５ Ａの所有する甲⼟地についてＡからＢに売却が⾏われた後に、Ａ
がＢの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Ｂが甲
⼟地をＣに転売してしまった場合に、Ｃは善意であれば登記を備え
なくても保護される。  
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正解 

5３ ［物権変動］不動産物権変動 

 

１ 妥当でない 

 買主は、⽬的不動産を転売した後でも、売買契約に基づく登記請求権
を有する。したがって、本肢において、転売後の買主であるＢは、Ａに
対して移転登記を請求し得る。 

２ 妥当でない 

 背信的悪意者からの転得者は、第１の買主に対する関係で転得者⾃⾝
が背信的悪意者と評価されるのでない限り、登記がなければ物権変動を
対抗できない⺠法177条の「第三者」にあたる（最判平８.10.29）。そ
して、背信的悪意者Ｃからの転得者Ｄは、単なる悪意者にすぎないから、
「第三者」にあたる。したがって、本肢において、Ｂは、Ｄに対して、
登記をしなければ所有権の取得を対抗することができない。 

３ 妥当である 

 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他⼈の物を占有
した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかった
ときは、その所有権を取得する（⺠法162条２項）。そして、時効取得者
は、時効完成前の譲受⼈に対して所有権の取得を対抗するために、登記
を必要としない（最判昭41.11.22）。したがって、本肢において、時効
取得者であるＢは、時効完成前にＡから甲⼟地を譲り受けたＣに対して、
登記をしなくても時効による所有権の取得を対抗することができる。 
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４ 妥当でない 

 当事者の⼀⽅が解除権を⾏使した場合、第三者の権利を害することは
できない（同法545条１項ただし書）ところ、ここでいう「第三者」と
は、解除された契約から⽣じた法律関係につき、解除前に新たな権利を
取得した者をいう。本肢前段のＣは、同条項ただし書の「第三者」にあ
たらず、解除により所有権が復帰した売主Ａに所有権の取得を対抗する
には、登記が必要である（同法177条、⼤判昭14.７.７）。他⽅、本肢後
段のＣは、⺠法545条１項ただし書の「第三者」にあたるところ、判例
は、解除前の第三者が保護されるには、当該権利につき登記が必要であ
るとしている（最判昭33.６.14）。したがって、本肢のいずれの場合も、
ＣはＡに対し、登記をしなければ所有権の取得を対抗することができな
い。 

５ 妥当でない 

 被詐欺者と取消後の第三者との関係は、対抗関係（同法177条）とし
て処理される（⼤判昭17.９.30）。したがって、本肢の場合、Ｃは、登
記を備えなければ保護されない。 

 以上により、妥当なものは肢３であり、正解は３となる。 


